
(1)　利子所得等の課税状況

支 払 金 額 源 泉 徴 収 税 額
障害者等非課税・
財形貯蓄非課税分
支 払 金 額

その他の非課税分
支 払 金 額

支　払　金　額 源 泉 徴 収 税 額

千円 千円 千円 千円 千円 千円

8,530,940 1,279,641 143,233 210,953,854 219,628,027 1,279,641

13,723,120 2,058,468 33,704 106,021,885 119,778,709 2,058,468

郵 便 貯 金 -              -              -              -              -              -              

銀 行 預 金 363,084,733 54,462,710 8,954,864 30,625,222 402,664,819 54,462,710

銀行以外の金融機関の預金 125,294,306 18,794,146 2,013,805 95,312,840 222,620,951 18,794,146

勤 務 先 預 金 9,767,080 1,465,062 24,062 -              9,791,142 1,465,062

6,258,053 938,708 3,768,229 105,923 10,132,205 938,708

13,089,866 1,963,480 13,148 805,356 13,908,370 1,963,480

539,748,098 80,962,215 14,951,045 443,825,080 998,524,223 80,962,215

5,783,133 867,470 -              143,182 5,926,315 867,470

8,854,641 1,535,804 320 -              8,854,961 1,535,804

96,016 17,283 -              -              96,016 17,283

554,481,888 83,382,772 14,951,365 443,968,262 1,013,401,515 83,382,772

調査対象等：平成20年２月から平成21年１月までに利子等の支払者から提出された「利子等の所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。

計

定 期 積 金 の 給 付 補 て ん 金 等

匿名組合契約等に基づく利益の
分 配 、 生 命 保 険 等 の 差 益

小　　　　　計

割 引 債 の 償 還 差 益

３－３　所得種類別課税状況

公社債投資信託の収益の分配等

合　　　　　計非　課　税　分課　　税　　分

区　　　　　分

公 債

社 債

合 同 運 用 信 託 の 収 益 の 分 配

預 貯 金

大阪国税局
源泉所得税３

（Ｈ20）



(2)　配当所得の課税状況

非　課　税　分

支払金額 源泉徴収税額 支払金額 支払金額 源泉徴収税額 支払金額 源泉徴収税額

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

剰余金の配当、利益の配当、
剰余金の分配、基金利息

1,093,091,822 217,351,666 251,400,856 354,546,763 25,534,704 1,699,039,441 242,886,370

146,918,295 21,751,307 393,905,536 10,814,833 748,565 551,638,664 22,499,872

計 1,240,010,117 239,102,973 645,306,392 365,361,596 26,283,269 2,250,678,105 265,386,243

調査対象等：平成20年２月から平成21年１月までに配当等の支払者から提出された「配当等の所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。

合 計

投資信託（公社債投資信託及び公募公
社債等運用投資信託を除く。）及び特
定受益証券発行信託の収益の分配

区　　　　　分
一　般　課　税　分 特 例 税 率 適 用 分

大阪国税局
源泉所得税３
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(3)　特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等の課税状況

千円 千円

源泉徴収選択口座内保管
上場株式等の譲渡所得等

125,480,002 8,732,434

調査対象等：　平成20年２月から平成21年１月までに上場株式等の譲渡の対価の支払者から提出された
　　　　　　「上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額の所得税徴収高計算書」等に基づいて作
　　　　　　成した。

区　　　　　　　分
源泉徴収選択口座内

調整所得金額等
源　泉　徴　収　税　額

大阪国税局
源泉所得税３

（Ｈ20）



(4)　給与所得及び退職所得の課税状況

支　払　金　額 源 泉 徴 収 税 額 支　払　金　額 源 泉 徴 収 税 額 支　払　金　額 源 泉 徴 収 税 額

千円 千円 千円 千円 千円 千円

俸 給 ・ 給 料 ・ 賞 与 4,296,554,725 175,896,861 34,663,073,559 1,340,383,400 38,959,628,284 1,516,280,261

日 雇 労 働 者 の 賃 金 7,991,691 184,539 298,547,507 4,453,723 306,539,198 4,638,262

計 4,304,546,416 176,081,400 34,961,621,066 1,344,837,123 39,266,167,482 1,520,918,522

551,172,276 7,976,208 1,462,127,761 36,416,011 2,013,300,037 44,392,219

-                -                -                34,651           -                34,651           

調査対象等：

用語の説明：

２　徴収猶予とは、通常の法定納期限に徴収しないで、一定の期間徴収手続を猶予することをいう。したがって、一定の期間、納期限を延長する、いわ
　ゆる延納制度とは異なるものである。

給 与 所 得

区　　　　　分
官 公 庁 そ の 他 合 計

　給与等の支払者から平成21年４月30日までに提出された「法定調書合計表（給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票）」及び平成20年２月から
平成21年１月までに提出された「給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。

１　法定調書とは、所得税法の規定により税務署長に対して、その提出を義務付けられている書類をいい、原則として翌年１月31日までに提出すること
　となっている。法定調書の種類は多数にのぼっており、例えば①利子等の支払調書、②配当及び剰余金の分配の支払調書、③報酬、料金、契約金及び
　賞金の支払調書、④給与所得の源泉徴収票、⑤非居住者に支払われる給与、給付及び役務の報酬の支払調書がある。

退 職 所 得

災害減免法により徴収猶予したもの

大阪国税局
源泉所得税３
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(5)　報酬・料金等所得の課税状況

千円 千円

原 稿 料 、 作 曲 料 、 放 送 謝 金 、 講 演
料 等 の 報 酬 又 は 料 金

105,568,997 12,209,312

弁 護 士 、 税 理 士 等 の 報 酬 又 は 料 金 361,897,343 43,777,489

診 療 報 酬 377,551,741 32,796,284

職 業 野 球 の 選 手 、 騎 手 、 外 交
員 等 の 報 酬 又 は 料 金

298,196,540 15,828,678

芸 能 等 に つ い て の 出 演 ・ 演 出 等 の
報 酬 又 は 料 金

28,051,207 3,558,526

バ ー 、 キ ャ バ レ ー の ホ ス テ ス 等
の 報 酬 又 は 料 金

64,760,110 4,037,657

契 約 金 ・ 賞 金 6,692,732 520,516

　小　　　　　　　　　計　 1,242,718,670 112,728,462

1,256,729,178 48,463,894

757,913,532 12,551,597

2,955 292

3,257,364,335 173,744,244

-              -            

調査対象等：　報酬・料金等の支払者から、平成21年４月30日までに提出された「法定調書の合計表
　　　　　　（報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書）」及び平成20年２月から平成21年１月まで
　　　　　　に提出された「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。

計

法 第 203 条 の ２ 該 当 （ 公 的 年 金 等 ）

源泉徴収税額支　払　金　額

災 害 減 免 法 に よ り 徴 収 猶 予 し た も の

区　　　　　　　　　　分

法 第 174 条 該 当 （ 馬 主 に 支 払 わ れ る 競 馬 の 賞 金 等 ）

法 第 207 条 該 当 （ 生 命 保 険 契 約 等 に 基 づ く 年 金 ）

法
　
第
2
0
4
条
　
該
当

大阪国税局
源泉所得税３
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(6)　非居住者等所得の課税状況

課税分
非課税又
は免税分

総　額

千円 千円 千円 千円

公 社 債 ・ 預 貯 金 の 利 子 等 5,445,412       -           5,445,412 498,959

剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、基金利
息、投資信託（公社債投資信託及び公募公社債等運用
投資信託を除く。）及び特定受益証券発行信託の収益
の分配

429,702,603     -           429,702,603 26,967,705

匿 名 組 合 契 約 に 基 づ く 利 益 の 分 配 694,155         -           694,155 138,831

給 与 ・ 賞 与 等 11,723,925      8,552,361   20,276,286 2,344,785

退 職 手 当 等 2,472,990       1,708,284   4,181,274 494,598

人 的 役 務 の 報 酬 113,115         36,667      149,782 22,623

工業所有権その他の技術に関する権利等の使用料
又 は そ の 譲 渡 に よ る 対 価

51,425,685      51,271,617  102,697,302 10,285,137

著 作 権 の 使 用 料 又 は そ の 譲 渡 に よ る 対 価 2,004,080       1,955,371   3,959,451 400,816

貸 付 金 の 利 子 10,831,895      3,779,670   14,611,565 2,166,379

不動産、採石権の貸付、租鉱権の設定又は航空機、
船 舶 の 貸 付 に よ る 所 得

2,693,645       632,409     3,326,054 538,729

機 械 等 の 使 用 料 -               -           -           -           

土 地 等 の 譲 渡 に よ る 対 価 5,364,840       -           5,364,840 536,484

人 的 役 務 提 供 事 業 の 対 価 12,539,615      3,247,197   15,786,812 2,507,923

生 命 保 険 契 約 等 に 基 づ く 年 金 11,869,819      -           11,869,819 614,602

賞 金 18,802          -           18,802 3,458

合　　　　　計 546,900,581     71,183,576  618,084,157 47,521,029

支払金額
源泉徴収税額区　　　　　分

調査対象等：　平成20年２月から平成21年１月までに非居住者等の給与等の支払者から提出された「非居住者・外国法人
の　　　　　　支払われる給与等の支払調書）」及び平成21年１月までに提出された「非居住者・外国法人の所得につい　　　　　　の所得についての所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。

大阪国税局
源泉所得税３

（Ｈ20）


